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教育長定例記者会見 会見録 

 

日時：令和５年３月２３日（木）１６時００分～ 

場所：教育委員室 

 

発表項目 

・ 職員の懲戒処分について 

 

質疑事項 

・ 職員の懲戒処分について 

・ 公文書の取り扱いについて 

・ 入学志願に係る京都府相楽東部広域連合教育委員会との覚書の改定について 

・ ３年間の任期を振り返って 

 

発表項目 

〇 職員の懲戒処分について 

本日職員の処分を行いました。学校教育への信頼を損ないましたことにつきまして県教

育委員会を代表してお詫び申し上げます。事案の概要ですけれども、１点目が、桑員地区の

県立高等学校の教諭男性 61歳です。処分内容は、戒告です。概要ですけれども、当該教諭

は第１学年を担任していまして、日頃から生徒全員に教室内を整理整頓するよう指導して

きたところですが、男子生徒３名が、プリント類とかノートなどを机の周りに散乱させ、再

三注意してきたところですけれども、改善が見られないという状況でした。そうした中で２

月 14日の掃除の前に、この３名を指導したにもかかわらず、掃除の後も散らかったままで

あったことから、教諭は３名のプリント類をゴミ袋に入れて、それを持って教室を出ました。

プリントを返してもらおうとベランダまで後をついてきた３名を指導する際に、教諭は腹

を立てて、１名の生徒には２回、残り２名の生徒には１回ずつ、手のひらで頬を叩いたとい

うものです。うち１名の生徒は、元から治療のために、耳に入れていたチューブがずれたこ

とによりまして、鼓膜を損傷いたしました。この事案につきましては、この２月 14日の夕

刻に判明した経緯ですけれども、１年生の別の生徒の保護者の方から、学校に電話があって、

教諭が体罰を行っている動画がＳＮＳに投稿されていることが電話で判明したものであり

ます。 

それから２点目ですけれども、県立特別支援学校の学校労務員男性 60代です。内容は文

書訓告です。概要ですけれども、児童生徒が登下校で利用するスクールバスですけれども、

スクールバスに添乗して介助することを主な業務としている職員です。令和５年の２月８

日に、学校内に駐車していたスクールバスの中で、下校のため、児童生徒の乗車指導を行っ

ていたところ、座席にて高等部の１年生男子生徒１名が大声で話して落ち着かない状況で
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した。繰り返し口頭で注意しても静かにならなかったことから、生徒の座席の横に立ち、再

度注意しながら、持っていたプラスチック製バインダーの背表紙で頭頂部を１回叩いたと

いうものです。このことについて、判明の経緯ですけれども、事案があったのは２月８日で、

２月 10日に当該校で実施した体罰いじめに関するアンケートで、同じバス内で体罰を見た

という回答が生徒さんからあって、判明したというものであります。 

今後の対応ですけれども、この事案について、すべての教職員に内容を周知いたしますと

ともに、３月 31日に県立学校長会議を開催いたしますので、改めてこれを取りあげた上で

各学校の職員会議で服務規律の確保を徹底してまいります。今回の事案は、職員が生徒の特

性を十分に理解しないまま指導を行うことや、学校でこうした情報を十分に共有せずに、職

員が１人で指導を抱え込む中で、こうした体罰が発生したところです。来年度の年度当初か

ら、各学校で生徒の情報や、その対応について、職員間で丁寧に共有する機会を設けて、学

校全体で適切な指導を行うことができるよう、改善を図って体罰の根絶に取り組んでまい

ります。小中学校におきましても市町教育委員会を通じて、今回の事案、県立学校における

取組を周知し、体罰の根絶につながるよう取り組んでまいります。 

 

発表項目に関する質疑 

〇 職員の懲戒処分について 

（質）今回で懲戒処分は今年度何件になるのでしょうか。 

（答）今日も含めて、懲戒処分は９件です。 

（質）これは、例えば昨年とかその前と比べて人数は。 

（答 教職員課）令和３年度は７件、令和２年度８件となります。 

（質）過去５年とか 10年とかで見ると最多とかというのもありますか。 

（答 教職員課）平成 30年度に 14件というのがあります。 

（質）それに次いで多いということですか。 

（答 教職員課）そうです。 

（質）今回、懲戒処分と文書訓告と同じ体罰でも処分の内容が違うというのは、結果の程度、

怪我を負っているという違いですか。 

（答）そうです。体罰を行った内容それから、その結果の程度をふまえて、判断をさせてい

ただいて、こういう処分をいたしました。 

（質）結果の程度というのは、怪我を負っている子がいるということか。例えばその人数と

かでも変わりますか。 

（答）そうです。人数も含めて総合的に考えて戒告という処分をいたしました。 

（質）今回、懲戒処分が今年度９件に上ったということで、改めて教育長としての受け止め

をお聞きしたいのですが。 

（答）不祥事については、こういう服務規律の違反については、本当に根絶をめざしてずっ

と取り組んできたところです。令和３年度にも、そのために教育委員会事務局でコンプ
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ライアンス推進委員会を設けて、どうしたらより具体的な対策につながるかというこ

とも議論して、ハンドブックを作ったりして周知しました。加えて県立学校においては、

学校信頼向上委員会というのをすべての学校に設けて、それぞれの学校の特性という

か、児童生徒の状況、学校を取り巻く状況とかをふまえて、自分たちなりに、校長がリ

ーダーシップを発揮して、具体の取組をしようとしてきたところです。今年度、合わせ

て９件の懲戒処分をするに至って、本当にそうした、特に今回の体罰であったりという

ことで、対象になった生徒さんに対して、大変申し訳ないと思いますし、本当に改めて、

この服務規律確保の徹底、とりわけこうした体罰であるとか、わいせつ事案であるとか、

盗撮であるとかということをなくして、信頼される教員であり続けて欲しいと思いま

すし、そのためにすべての教員が、教職をめざした時や、教員免許を取得した時にしっ

かり志を持ってやっていたと思いますので、改めてそこに立ち返って、しっかりそれぞ

れの学校で指導に当たって欲しいと思います。多くの教員がしっかり取り組んでもら

っていると思いますので、そういうこともふまえると本当に残念な状況でありますけ

れども、県教育委員会としてしっかり信頼確保に向けて取り組んでいく所存です。 

（質）この３人の生徒を指導していて、１人の生徒は２回手の平で頬を叩いて、残りの生徒

は１回ずつということで、うち１人の生徒は治療のために耳に入れていたチューブで

鼓膜を損傷したということですけれども、これは２回叩かれた生徒なのか、１回の方だ

ったのか、どっちですか。 

（答）鼓膜を損傷したのは１回の方です。 

（質）怪我の程度としてはどれぐらいなのでしょうか。 

（答）全治２週間の診断を受けられたということです。 

（質）例えば、後遺症が残っているとかそういう話は特にないのか。 

（答 教職員課）ないです。 

（質）別の保護者から電話があって発覚ということで、ＳＮＳに動画が上がっていたという

ことなのですけれども、それで騒ぎになって炎上したりということはあったのでしょ

うか。 

（答 教職員課）特にありません。ＳＮＳもグループの中のものと伺っております。 

（質）１件目のこの３人は１年生なのか。 

（答）１年生です。 

（質）治療のためというのは何か持病があって、その治療のためにチューブを入れていらっ

しゃったと。 

（答 教職員課）治療のために入れていたところです。 

（質）持病の治療のために。 

（答 教職員課）そうです。 

（質）これ鼓膜が破れたということですか。 

（答 教職員課）破れたと聞いています。 
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（質）この先生は聞き取りに対して、何とおっしゃっているのでしょうか。 

（答 教職員課）生徒の心と体を傷つけてしまい、深く反省しています。また、生徒や保護

者、学校の先生方など多くの方にご迷惑をかけてしまい、申し訳ありませんでしたと言

っています。 

（質）持病の話で、もともと怪我をしていて治療のためと先ほど伺ったのですけど、病気で

よろしいのですか。もともとの持病の治療でということでよろしいですか。 

（答 教職員課）怪我といいますか、その時、病気の状態でして、それの治療のために。 

（質）もともと持っていたご病気の治療のために耳にチューブを入れていたと。 

（答 教職員課）ずっとの病気ではなくて、その時の病気の治療のために。 

（質）もともとこの件がある前に怪我をしていたのではなくて、病気の治療のためにチュー

ブを入れていたということで大丈夫ですか。 

（答）耳の炎症の。 

（質）その治療のためと。もう１個が、この先生は自分で子どもたちを平手で叩いた後、自

分では申告を学校側にしていなかったのでしょうか。 

（答）そうです。していません。 

（質）していなくて、学校側が外からの通報で分かったということですか。 

（答）そうです。 

（質）何で言わなかったということは何かおっしゃっているのでしょうか。 

（答 教職員課）保護者の方に、その後、連絡等をして、厳しく指導したということはお伝

えしたのですけれども、もうそれで収まったということで、それでいいのかなと思った

ということです。 

（質）保護者には伝えたということですか。学校には報告しないけど、この子たちの親には

自分が直接連絡したのでもういいと思っていたということですか。 

（答 教職員課）そうです。 

（質）叩いた際に教諭が腹を立てたとありますけれども、これはどうしてこの際に腹を立て

たのかというのはどう説明しているんですか。 

（答 教職員課）指導をこれまで行ってきた中で、ここまで指導が入らなかったということ

がなかったと教諭は言っておりまして、それで腹を立てて行為に及んだということで

す。 

（質）指導が入らなかったというのはどういう意味ですか。 

（答 教職員課）生徒の方がなかなか理解してもらえなかったと。具体的に言うと、紙とか

そういう資料が散乱していたりしていて、ずっと指導して片付けなさいと言っていた

わけなのですけれども、それがなかなか言うことを聞いてもらえなかったということ

です。 

（質）何かこの場面できっかけがあったというわけではないのですね。 

（答 教職員課）そうです。資料を片付けなかったことに対して腹を立ててということと聞
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いております。 

（質）今後の対応のところで、職員１人で指導を抱え込む中で体罰が発生していますという

文言があるのですけれども、今の腹を立てた話とも関連するかも知れないのですが、こ

れ読んだ感じ、先生方が何かストレスをかなり抱えていらっしゃるのかなという印象

を受けたのですけれども、この２人の先生の中で、例えば、十分な教員が確保されてい

なくて業務が多すぎて止まってしまっていたとか何かそういう話があったうえでこの

文言が入っているのか。どういう背景があるのか。 

（答）今おっしゃったようなことではなくて、１年生の担任をしていたわけですけれども、

高校ですので、担任１人が授業を受け持っているわけじゃなく、教科別の教員がそのク

ラスを指導している中でも、プリント類とかが片づいてないという状況なので、担任が

そうやって指導しているということと、なかなか片付けないという状況を学年団で共

有しながら、立場も変わりながら、連携して指導していくべきで、そうすれば改善もし

ていたのではないかという意味合いで、こういうふうな１人で指導を抱え込む中で体

罰が発生したという状況です。 

（質）本来複数の先生方で見るべきところがというようなことか。 

（答 教職員課）今回の事案では、散乱していたのは他の教員も知っていたことですので、

できれば他の教員も、もうちょっと関わりを持つ中で指導をしていければ、体罰まで至

らなかった可能性があったということです。 

（質）今後の対応のところに、特性を十分に理解しないまま指導を行うと書いてありますけ

れど、これは１つ目の事例のことについて言っているのですか。 

（答 教職員課）２つとも関わるのですけれども、２つ目の特別支援学校の生徒さんですと、

そういう障がいだとか、個人個人の特性というのがあると思いますので、そういうとこ

ろと、それから１つ目の事例は片付けが苦手だったという特性というところで捉えて

いただければと思います。 

（質）３人の生徒が特性、もっと言えば病気的な意味合いで、片付けられない子だったとか、 

そういうわけではないのですよね。 

（答 教職員課）病名とか障がい名まではちょっと申し上げられないのですけれども、ただ、

１人の方は片付けるのが苦手だったという状況がございます。 

（質）３人の１人ひとりがですか。 

（答 教職員課）３人ともそういうような状況になってしまったと。最初は１人だけだった

のですけど、３人の席が近くなったときにそういう片付けられない状況が広がったと。 

（質）もう少しわかりやすく片付けられない特性というのを説明していただくことはでき

ますか。 

（答 教職員課）片付けが得意な方と苦手な方がいらっしゃると思うんですけど、片付けが

苦手な生徒だったということです。 

（質）何か診断を受けているとかそういうことじゃないのですよね。 
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（答 教職員課）そこら辺までいくと個人情報になりますので、なかなかお話もできないの

ですが、苦手であったことは確かです。 

（質）その苦手な子と鼓膜を損傷した子は別の子ですか。 

（答 教職員課）一緒です。 

（質）一番苦手だった子に対して一番強く叩いてしまったとか、そういった事情はあるので

すか。そういったことは関係なく。 

（答 教職員課）強く叩いたというよりも、治療のためにチューブを入れていたというとこ

ろで、叩いた時にそれがずれて怪我に至ったということです。 

（質）ＳＮＳはグループＬＩＮＥになるのですか。具体的には。 

（答 教職員課）Ｉｎｓｔａｇｒａｍと聞いています。 

（質）もうちょっと具体的に言うと、非公開ではあったのですよね。 

（答 教職員課）そうです。 

（質）例えば投稿なのか、いろいろあるじゃないですか。 

（答 教職員課）ちょっとそこまでは確認できていないです。 

（質）ただ表には出てないものということなのですよね。 

（答 教職員課）はい。 

（質）グループ内で。 

（答 教職員課）そうです。 

（質）それはどうして上げたか分かっているのですか。誰がどういう理由で。 

（答 教職員課）そこまでは確認できていません。全く第三者の方から出ていますので。 

（質）この３人の生徒ではない人が上げている。 

（答 教職員課）そうです。 

（質）撮影したのもこの３人ではない。 

（答 教職員課）撮影した者は全く把握できていません。 

（質）把握できていない。 

（答 教職員課）はい。 

（質）３人を叩いてしまう時なのですけど、ベランダまで連れていって、指導をして一応話

をして諭したなかで口答えをされたとか、そういう流れなのでしょうか。だから殴って

しまったということなのか。 

（答）そうです。ベランダというのは普通通らないところなのですけれども、ついてきてい

るというのが分かっていたので、みんなのいる前で指導するのではなくて、みんなに分

からない、それほど目につかないところで、もし指導が必要やったら指導しようという

思いだったのですけれども、ただその際に、掃除の前に片付けるように指導したけれど

もやっぱり片付けなかった、あるいは日頃からの指導も十分に対応していなかったと

いうことで、この教諭自身が自分の感情の高ぶりというのを抑えきれずに叩いたとい

うふうな状況です。 
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（質）初めは口でこの時も一応言ってみてはいる。 

（答 教職員課）はい。 

（質）でも口答えなのか、響いていないのかわからないけど、どうも全然指導が浸透してな

いというか、伝わってないという意味でカッときちゃったということ。 

（答 教職員課）はい。 

（質）ちなみにこの２人の教諭の方は、今現在も同じ学校に所属して勤務されているのです

か。 

（答）そうです。ただ桑員地区の県立高校の教諭は、直接の生徒の指導というのは行ってお

りません。 

（質）担任は外れているということですか。 

（答 教職員課）担任は外れているといいますか、指導からは外れている。授業とか担任の

指導からは外れているということです。 

（質）今日の処分を受けて、例えば依願退職とかそういうことはまだなってないですか。 

（答 教職員課）再任用の教諭ですので、年齢を見ていただいたら分かりますように、もう

来年度はしないということを言っています。 

（質）今年度末で普通に退職ということですね。 

 

その他の項目に関する質疑 

〇 公文書の取り扱いについて 

（質）懲戒処分、体罰の関係があったので関連してなのですけれど、昨日記者クラブの方に

投げ込みがありまして、体罰に関する文書ファイルの廃棄の件で、というのは把握され

ていますでしょうか。 

（答 教職員課）はい。 

（質）私もまだしっかり読み込めてはいないのですけれど、廃棄すべきでない公文書を廃棄

の方にかけていって、廃棄すべきでないと審査会から判断があったという話だと思う

のですけれど、知事からも廃棄しないようにという通知があったかと思うのですけれ

ど、これ今どういう状態になっているかというのと、そもそも廃棄すべきでないと言わ

れるような書類を廃棄しようとすることになったのかという経緯を教えていただきた

い。 

（答 教職員課）保存期間というのが公文書というのはありますので、その保存期間を終了

した時に、業務上もし必要であれば延長という行為をしたりするのですけれども、必要

ない場合はそこで廃棄となる。保存期間が終了した後、審査会というのがありまして、

その審査会で歴史的公文書だなということで判断されれば、業務上はいらないとした

所属ではもう必要ないのですけれども、歴史的公文書と判断されると、ＭｉｅＭｕ、博

物館のところに移管されることになります。それで今回はその審査会で移管という整

理をすべきだという意見で、移管となったということです。 
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（答）廃棄すべきでないものが廃棄されたというわけではない。保存期間があって、保存期

間が終了して、そのあと廃棄をするのか、歴史的な公文書として保存するのかというと

ころで、県教育委員会としては、当該簿冊、文書については、保存期間が満了しました

ので、手続きに則って廃棄すべきということです。その決定が妥当かどうかというのが、

審査会の方で審議がなされて、審査会においてはその判断というのはそれでいいとい

うことだったのですけれども、一方で、こういう文書は廃棄になるということなので、

そこの目安となる部分であるから、博物館の方で廃棄する文書として保存しておけば

分かりやすいのではないかということで、審査会から話があったということです。 

（答 教職員課）博物館に移管すべきだという意見となったということです。 

（質）審査会は歴史公文書にあたらないと判断しているのですか。審査会は歴史的公文書に

あたらないけど、移管すべきだと言っているのですか。 

（答 教職員課）それは歴史的公文書として。 

（質）そうですよね、歴史的公文書になるということですよね。あたるから博物館に移管し

なさいということですよね。 

（答 教職員課）そこで移管すべきだと。 

（質）それだから、今回は体罰とか廃棄しない方がいい重大な文書というのは、３年とか５

年とか経っても、教育委員会として意図的に、これは廃棄しない方がいいなと廃棄にか

けないということもあるのですか。それとも、どんな大きな事案でも期間がきたら全部、

廃棄にかけるものなのですか。 

（答 教職員課）いろんな選択肢があって、普通は保存期間が過ぎて、一定の期間が過ぎる

と廃棄ということが通常なのです。ただ、初めからこれは歴史的公文書と言われている

文書だなとわかっている場合は、初めから執行部の方で移管という判断をさせていた

だく場合もあるのですけれども、今回の場合は業務上必要ないということで廃棄とさ

せていただいたのですが、そこで審査会の方が移管すべきだと。 

（答）それは歴史的公文書として移管すべきという。 

（答 教職員課）そうです、歴史的公文書として。移管するものが歴史的公文書になるとい

う扱いの規程になりますので。 

（答 教職員課）ただ審査会として、意見で出ていたのは、これ自体は重要なものではない

のだと。ものすごい大きな重大な事件と、そういうものではないということはわかるの

だけれど、これが重要ではないということが一つの目安になるのではないかというこ

とで、こういうのを残しましょうという判断だったということで、歴史的公文書として

移管するという判断をされたということです。それに対して、私どもが移管にするのか、

それともそのまま所属で延長するという選択肢もあるわけなのです。その二択があり

ますので、それはまだ慎重に法務のセクションと相談をさせていただいているところ

です。 

（質）まだ博物館に移管するのか、教育委員会の方に戻すのかというのは決まっていなくて、
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今、検討している。 

（答 教職員課）そうです。延長する方向で考えていけないかということも検討しているの

ですけれども、まだいろんな面で法務と相談させていただいているところです。 

（質）多分、今回投げ込みを入れてこられた方は、教育委員会が業務上必要ないといって廃 

棄にまわしたことに多分、異を唱えているというか、今日も懲戒処分があったように体 

罰が根絶していない中で、過去の事案を捨てるのはどういうことかと言っていると思 

うのですが、教育長にお伺いしたいのですが、体罰とかそういう書類、過去の資料とい 

うものを廃棄すべき、所属で保管すべきということについては、どういう風に考えてお 

りますでしょうか。 

（答）今回、私が報告を受けているのは、体罰の場合は平成 25年度くらいからだと思うの

ですけれど、体罰の発生があった時点で、まず最初の報告を県の教育委員会にするよう

な仕組みにしております。その後、懲戒処分であったり文書訓告であったりするにせよ、

より聞き取りとか詳細な内容の報告が必要になりますので、そうした文書がまたきま

す。今回は前者の部分になっておりまして、体罰のあった事案が県立学校でしたら、そ

の後の詳細な報告が来ますので、そこの部分については 30年の保存期間としておりま

す。今回の部分は前段の部分にあたって、今申し上げた 30年の部分の、一次報告の内

容も当然含まれた詳細な報告が別途保存としてしっかりとありますので、そこの部分

について該当課の方で一次報告の部分を年数に応じて廃棄するということでしたので、

それがなくなったことで、その情報がなくなってしまうということではなかったです

ので、そういう判断をしたところです。一方で今、ご指摘もありますので、その扱いに

ついてどうするのかということを該当課の方で検討しているということです。ですの

で、全くなくなってしまうということではなくて、詳細な内容は別途保管していること

がございます。 

 

〇 入学志願に係る京都府相楽東部広域連合教育委員会との覚書の改定について 

（質）教育委員定例会の報告内容の２番のところで、京都府の２つの地域から上野高校やあ

けぼの学園の生徒さんを受け入れる覚書を結んだということなのですけど、細かいこ

とはまた担当課に聞きたいと思うのですが、教育長として県境をまたいで生徒さんを

受け入れることで、特に伊賀地域の学校教育にどのような影響を期待するか教えてく

ださい。 

（答）ここ生活圏域を同じくするというところです。それで、元から県立高校ですので、三

重県内在住の生徒さんのために作っていることが基本としてあるわけですけど、こう

いう生活圏域を同じくするところからということであれば、やっぱり、お互いにより良

い影響を受けて、学校としても活性化につながるでしょうし、何よりも卒業した後も同

じ地域で生活していくということになりますので、そういう意味でも今回こういうよ

うな覚書を改定させていただいたところですので、当該校の活性化であったり、当該校
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に通う生徒へのいい面があるかなと思います。一方で、そのことによって県内の生徒さ

んの影響があってもいけませんので、そこは該当の市教育委員会とも確認しながら今

回こういった対応をさせていただいたところです。 

（質）今回、笠置町と南山城村の中学生が来られるようにということなのですが、奈良県の

山添村というところも今後対象を広げることがあるのかとか、あるいは、三重の方が先

方の地域の学校に行くようなことがあるのかとか、今後の展開というのは何かあるの

でしょうか。 

（答）今ちょっと、手元に資料を持ってないところがあるのですけど、奈良県との間でも別

途協定を結んでいるところがあって、今、ちょっとその範疇はあるのですけど、一方で

それで三重県の生徒が奈良の高校に通えるような状況は既にございます。そのへんの

状況を見ながら該当市町の教育委員会もどんなふうに考えるのかというのも、もしあ

ればまた聞かせていただきます。 

 

〇 ３年間の任期を振り返って 

（質）今日で教育長、定例会見は最後になると思うのですけれど、これまでの３年間の任期

を振り返って印象に残っていることであったり、お願いします。 

（答）私、令和２年４月に就任させていただいて３年ということです。就任直後から新型コ

ロナウイルス感染症対策を最優先の事項として対応させていただきました。特に、令和

２年度の当初は、全国的なことですが学校が全て臨時休業、その後５月半ばくらいから

学校をなんとか再開しようということで、三重県は最初、分散登校を開始したり、加え

てこれは県立が中心だったのですけれども、生徒さんが持っているスマホとかパソコ

ンも活用させていただいて、オンライン授業もさせていただきました。あと授業の観点

でいうと授業時数が足りないので、令和２年度の夏休みは半分くらいにさせていただ

いて授業をしました。教育活動も三重県高校総体があるのですけれど、これも中止にし

て代替大会をさせていただいたり、甲子園につながる予選もなくなって、別途代替大会

で三岐大会までさせていただいたところです。修学旅行も延期、場所の変更ということ

でした。あとは、徐々に生徒の感染が広がりつつあって、感染した生徒へどう対応する

のか、加えて濃厚接触者をどうやって扱うのかというところがなかなか難しい状況が

あって、その当時は日々どうすべきかというのを悩みながら取り組んできたところで

す。学校の教職員に対しても毎日のようにいろんな要請も指示もお願いもして、学校現

場も一生懸命取り組んでもらったと思います。もとより児童生徒がいろんな制約がさ

れる中でも、一生懸命頑張って協力して取り組んでくれたと思っています。保護者のご

理解も大きかったと思っております。今またこういう状況で、コロナの２類から５類へ

ということで局面が大きく変わりますので、子どもたちにはコロナでしんどかった部

分は大変申し訳ないというところがあるのですけれど、今後またコロナで培ってきた

良い面というか、デジタルで対応できるとか、例えば今、天候が荒れて学校へ来られな
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い場合もオンラインで授業できたりとかありますので、そういったところでの活用で

あったりとか、運動会とか文化祭とかやはり体験活動とあわせて学校教育だというこ

とを改めて認識しましたので、そういった部分を引き続き大切にしてやっていっても

らえればと思っています。いずれにしても３年間は教育長として、教育行政に携わらさ

せていただいて、関係していただいたみなさんに感謝をする次第です。 

（質）ちなみにその３年間で、コロナに関連してもしなくてもいいのですけど、これは成し

遂げられた、なんか出来たというのと、逆にちょっと心残りというか、もう少しこれを

やりたかったみたいなことがあれば。 

（答）私、教育長になって２点というか、思っていたことがあって、１つは私たちというか

私なんか、例えば、学校を卒業したら勉強が終わったのではないかという認識を持って

しまっていたのですけど、今は若い世代の方の話を時々聞くと、例えば社会に出てから

必要な時に必要な勉強をして、インボイス制度というのが今どう対応しようかと、本当

に自分で必要に応じて勉強して、学校において基礎基本というのはしっかりやる必要

があるのですけど、そこに留まるのではなくて、やっぱり自分がなぜ学ぶのか、どうや

って学ぶのかということを、そこをしっかり身に付けて社会に出て、社会で本当に自分

らしく豊かに生きていける基礎を身に付けてほしいなと思っていて、それは中々でき

ないんですけど、高校では例えば地域課題を題材にした課題解決型学習であったり、探

究学習に力を入れたり、キャリア教育に力を入れたりしてきたところです。もう１点は

そういう状況でもやっぱりなかなか学びに向かいにくいという子どもがいるのも事実

ですので、そういう誰もが安心して自分の力と可能性を最大限発揮できるような状況

にしたいなと思っていて、特に不登校の児童生徒に対して、学校での専門的な相談体制

の充実であるとか、高校段階での不登校への支援とか、あと、なかなか学校とかいろん

な場所に行きにくい子どもたちもいますので、オンラインも活用して対話とか交流の

機会を作ってきたところです。不登校の状況にある児童生徒さん、本当にしんどい状況

にあると思うし、保護者の方も大変だと思うのですけど、そういう機会を設けさせてい

ただいて、本当に今しんどいけれども大丈夫という思いも伝えながら、これからの、そ

ういう取組を教育委員会として続けていければと思っています。 

（質）後任の福永さんにはどのようなことを期待しますか。 

（答）私から期待と言うのもなんですけど、今、県の総合計画の中にも教育行政の施策とい

うのも盛り込ませていただいていますし、７つの挑戦の１つの中にも教育の部分があ

りますので、そういったことの取組であるとか、来年度は教育ビジョンを作ることにな

ると思いますので、そうした部門でもこれまでの経験も発揮していただいて、取り組ん

でいただければと思います。 

（質）体罰の撲滅は期待しませんか。 

（答）体罰の根絶というか、学校での教育活動はやっぱり信頼があってこそですので、信頼

確保に向けては教育長が誰であっても、あるいは、誰がそういう役割を担おうと、やっ
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ぱりしっかり教育委員会全体として、市町教育委員会と連携して取り組んでいく課題

だと思いますので、そこについても尽力していただければと思います。 

（質）さっきこの３年間で印象に残ったこととして、オンラインの話をしていただきました。

ざっくりとした質問で恐縮なのですけど、オンラインのいい面もあったかと思うので

すが、多分、指導に不慣れな先生の方が続出したとか、多分いろんな課題もあったのか

なと思います。コロナ禍を経て教育現場に与えた影響というか、こういう課題が残った

というか、何かそんなような何かありますか。 

（答）やっぱり、どのように、どんな場面で使うのが効果的かということはしっかり考えて

いくことなのかなと。当初は、まずは使ってみて教員もそうですけど、生徒の方も使う

ことによって、時間も場所も越えて学びが提供できる、学べるというところがあります

ので、その特性と、それから、後でも見られるということもありますので、そのような

特性を生かしつつ、今おっしゃっていただいた教職員の指導の仕方ももちろん大事に

なってきますので、これまでも研修したり、そういうＩＣＴの支援員も派遣したりして

いることころですけど、引き続きそうした教員の教え方の改善であったり、それから本

当にどういった場面で使うのかということで、使うことが目的化すると駄目だと思い

ますので、そこは大事にしていきたいなと思っています。一方、黒板というか、パソコ

ンだけじゃなくてプロジェクターみたいなものを使っていますので、そこの部分につ

いてはほとんどの教員が効率的に、私も現場にも行きましたけれども、当初から使えて

いると思いますので、もっとそういうのも改善しながら、効果的なデジタル技術を活用

した教育現場にしていければと思っております。 

（質）ありがとうございました。 

（答）本当に皆様に大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

以上、１６時４７分終了 

 

 

 


